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対イラク武力行使に関する我が国の対応
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［経緯］

イラク戦争については大盤破壊兵器の存在が確認されなかったこともあり、米国、英
国、オランダ等いくつかの国において、イラク戦争の検証が行われている l。我が国におい
ても国会における諾論を受けて、本年 2月、前原外務大臣から、イラク戦争の検証実施に
ついて省内で検討するよう指示があった。これを受けて、卒務方による作業を開始するこ
ととなったが、 3月の東日本大能災等により検討作業が中断した。その後、 8 月、松本外
務大臣から、省内での検討について改めて指示があり、検討体制を含め、 9 月 1 3 日に玄
葉外務大臣に本件を説明した。その結果玄葉大臣より、報告霜を作成し、適時提出すべ
しとの指示があった。本報告苦はこのような経緯を経て外務省内にて石川和秀在米国大使
館特命全権公使を全体総括として構成した検証チームによって作成された2。

【目的、対象方法等】 . 
検証の目的は、 2003 年 3 月の米英等による対イラウ武力行使を支持するに至った外

務省内における当時の検討・意思決定過程を改めて検証し、今後の政策立案・実施に役立
てることである。

. 作業方法は、外務省内関係課室から、電報・（記録常、調査訓令等）、発言応答要領、ブ．
リーフ資料、調害等多数の関連善類を集め｀ごれらの文器を基礎に、一連の奉実関係、偕
報収菜及び分析、検討、政策判断忍びその過程、情報発信等を詞査し、その上でこれらのi
妥当性等につい＿ての検討を行っtふ

また、省内に残された妥磁より褥られる情報を補完し、よりだ確な誼実関係の把握に努(;
めるため、当時の関係者へのインタビューを実施した％

1 ．対イラク武力行使に至る経緯：背景

(1) イラク戦争の経緯

（ア）湾岸戦争

謬醐紐嘩函お霞記謬躙霜藉戸·
屯．チームメ辺1:,ij;-{こついては5参考垣料2参檻 . 

『
'
’
·

ぅ
；
｀
J
r
.
と

L
,
1
9
`
-
g
.
g
.
5
§
"
,
.
,
5
'
k
9
9
"
l
^

i

`
9
.
^
S
・
沼
・
u
.
g
.
E
音
・
t
g
レ
．
，.. 

9"r.9' .. ,;‘, 

.... ,.. .. ,
`
、
'
.
'
’
’
4』
.
.
.
.
 t

;

 
.. 9,:•9;,t'..,h....,...i 

.. 
9'•999999999999•9,;!i.': 

.

.

.

.

 

':9ｷ9 .

.

 '
,
t
t
 

『
E
』
3
m
·
,
3
9
‘

.. g
3
4
9
2
3
n
,
'
9
3
g
,
J
1
1
,
9
.
5
"
ァ
．
＂
｀
.. 
t
E
3
-
9し
”
‘
:
'
1
"
U
S

い
1
3
:
g
.
"
g
h
;
"
m
t
g
g
,
,
'
‘

、
,

.. i
,
'
l
'

汀
：

.... 

; 
.. 
,.9.,9:,41“'' 

.. 
・
・
・
，
＇
．
．
’
．
9
”
.
9
9

.. 
,9m.

i
9··

:!
·999•…•99•9,9',.9999 

... i
:
 .
. 9
9
.
,
.
,
g
i
i
9
.
J
.
g
さ
9
9
.
,
t



, 

J
 

次頁不開示

ー
、

1
-

―
―

□

9
-
=
-
_

i

1
9
,
1

，
ー

1
|
-
-
-
-
'

，
→
●
＇

,
1

；
ー
・
ー
i

-
l

・

9
|
.
I
l

.. 



¥
J
 



E • 

次頁不開示



A
 

次頁不開示



z
 

‘, 



4
 

次頁不聞示









【情報収集・分析］





［国民への説明責任】



参1

各国によるイラク戦争検証の動き

イラク戦争こついてこれまで調査・検証を行った又lお見在実施中の国は米英函姦州の

4カ国。

1. ・イギリス

●イラク戦争調査委員会（「チルコット」委員会）

(1) 設立

2009年6月、ブラウン首相は対イラク武力行使に関する英国珈荷の意思決定に関する

謡委員会を設置。

(2) 委員会の構成

・①委員長はチルコット元スコットランド省次官。

②以下、歴史家のローレンス・、フリードマン、歴史家のマーティン 11 ギルバード元外交

官のロデリク~リン，且浣部的シャ・プラシャ男爵夫人の4名の委員から構成3
譴員会を補佐する主要関係省庁（内閣府、外務雀国坊省，国礫狙発省）等からの出向
者10名から構成される事務局を有する。

(3) 目的・調査対象

①苑邸城）•イラクペD腺却湘識。

、 イラク戦争辺滲加及びその後の衡異活勁ば蜀する意思決定について，政府内でどのよ

うな手続・プロセスカ踏まれたか、こ9柑こ油祢もしく（拉嘴ぬ情報の要付があっtdJヽ。
②戦争自体の遥否l認平価しない。

③将来の国巖賄苺同様双師lに際して適切lゴ寸処するための執ll1を学びとること。

⑬麟対疇』は2001 年から 2009年7月末まで。
(4) 調配結果

2011 年初旬に報告君は首相に提出され議会文因となり審議される予定であったが提

出が軌てい磯様で、 2012年夏ま⑮かる見辺凡報告器り内容註諒の安全を客

する等が車由により不肺殿：判断される部分以外は公表される。

(5) その他（情報ぺDアクセス）

委員会は政府文書の提出．証言への協力，機芭寧項の取り扱い等につき蜘存との間で取

り決め恕干っており，すべての政府文苔を閲覧できる掏陶奴熊蜀しを含む政府関忠昔を証
人として喚問す砧観支を有する。
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●大且破壊兵器情報に関する調査委員会（「バトラー委員会」）

(1) 設立

2004年2月：、英国蜘勅啜：立。
(2) 委員会構成

委員長はバトラー卿（元内隙府長官）。

(3) ・目的・調査対象

参考珀斗 1

懸念国のWMD計回及び国際取引や戦争前のイラクのWMD に関するイン

テリジェンスについて調査し、提言を行うことを目的とする。

(4) 調査結果

① 2004 年 7 月 1 4 日、報告番発表（内容は公表）。

②イラクの他、カーン博士｀リビア｀イラン、北朝鮮を例に挙f孔 WMDの

拡散に対抗するためにインテリジェンスの重要性を指摘。

③英国情報部 (S I S) による検証手続きや衰源配分、インテリジェンスの

過度に厳格な縦割りに関する問題があった。また、情報機関がイラクが実

隙に化学兵器を所有・使用したことや国連の査察官を欺こうとし続けてい

たことに彩密を受けていた；
④合同情報会議(J I C) の判断の基礎となったインテリジェンスの限界に

関する注意がドシエ (2 0 0 2 年 9 月及び2003 年 1 月に英国別粗）匂ラ

クの大匿破壊兵器に関して発表した文舌）で十分明確にされなかったことは深

刻な欠点。また、J ICがドシエの作成丙任部局であることを公開したこ

とは誤りであった。

●ドシエに関する調査委屁会（「ハットン委員会」）

(1) 設立

2003年8月、設立。

(2) 委員会の構成

. 委員長はロード・ハットメ肌（常任上訴貴族、我力恒の最高裁判事に相当）。

(3) 目的・調査対象

2003年 1 月、ドシエに、イラクの大匝破壊兵器が45分以内に使用可能であるとの

記直妍あったことに関し、 BBCが英国政府l誌呉りであると知りながら右記載を報告香に

挿入したと報道。右報道を契拙こ、情報操作の有無が問われたケリー博士（国防省アドパ
イザー）が2003年7 月に自殺した事件の事実関係を調査。

2 



(5) 設漆結果

① 2004年 1 月 1項注南浩発表．

②政府こよる情醐到乍I材計冴ていなかっt=.o BBC雑迦こ｛材惑邸ない。

③ケリー渫士の死は自殺

ー交顆会による調査 ・
(1) 設立

2003年6月、調査開始。

(3) 委員会構成

参考組料 1

英舘腰員会のうち、行政監視を行う 1 8の省別委員会の一つ。政府力屯晶北較的
独立。・

(3) 目的・調査対象・

2003年6月、ドシェにイラクの大豆破壊兵器が45分以内に使用可能であると記戟さ

れていたこと I咀gするBBCの細直をきっかけに、英国蜘存による情報操作力笥われたかど

うかを調歪

・・ （ 4) 調査結果

①2003年7 月 7 日に調査報告公表。

②破を45分以内に使用可能との記迎ま｀単一の未硼湖苗臥ユgづくものであり、

ドシエで強調されたほどの哀付けはなかったため、政廂よ何故強調したのか説明すべき。

③入手可能な証拠I~舌づけば、 2002年9月のドシエ作成こあたって、キャンベル首棺官

邸報道戦略局長が不適切な影響力を行使したことはなかった。

．瑛国一員会による調査

(1) 設立

2003年6月、調査開始。

(2) 委貝会の構成

アン与イラ委員長菟華碑の3つ研昔揺関の碑、糸脚嘩理、政策に関する調査

を目的に 1994!if:lこ委員会設立。委員は政府による指名。

(3) 目的・調歪対象 ‘ 

対イラク武力行使の是架こついて論じているものではなく、脚座する情報力嘔問に分析さ

れ嬬l韮されたか否かについて考察する。

. 3ｷ 
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(4) 誰薗炉課

① 2003年9月 9 日、調査結果公表。

②ドシェはキャンベル首相官邸細親蕊局長問抑源儲こよっても魅力化されていない。．
③裟等を45分以内に使用可能との記迦よ、新しいもので注意をひくものであった

ため、情報の内容と分析について説明があるべきであった。

2 アメリカ

●尤甜鑓浜劉こ係る米国の情報能力に関する委員会(「WMDJ委員会）

(1) 設立

2004年2月‘、ブッシュ前大統領が大統領令13328号をもって「大誠破壊兵卸こ係

る渕致別薄躙功ば開する委員会」を設立。

(2) 委員会の構成

芦海枷指名する9名の委員から構成

②チャールズ·ロブ前バージニア州知事ほ土院議即及びローレンス・シルバーマン米

国コロンピア特月餌巡回招瞬屁判所且脳頸識判官が共同器長。

(3) 目的・調査対象

①イラク等における大鼠破壊兵器寄記即）米国渫醐紺』による情細舌動の検証。

②のあり方について力却駅：提言する。
③詞査期間l均イラク武力行使（2003年3月）以前。

(4)調

①2005年3月末同委員会li:柑甜訪瀦脱与舌を発表。

②その中でイラクについて，情報機構は対イラク軍事行班罪台以前の大量破壊兵卸こ関す

るほとんどの削即こついて完鉗項わており、かかる誤りの主たる原因は情報収策能

カの欠如や収祟した情報を分析する際の誤りにあるとした。

(5) その他（情報へのアクセス）

湿瀕郁：より委員会1コま任務餡辺要となる全ての情報ぺDアクセス雌観肋吋与

されている。

●米国上院情報特別委員会の報告書

(1) 設立

2003年6月、・米且兒牌照窃ll委員会がイラク皐焙湘撻情報収集・分析に関する調査

を開始。

4
 



(2) 委員会の構成

委員長は、パットヽロバート上甜紺恥他16名の上院海取汚類i。
(3) 目的・調査x 象

情報捌珈活動を調歪

(4) 調査結果

①2004年7月 9 日，報告醤発表。

参考資料 1

②2002 年 1 0 月のイラクの大哉破壊兵器に関する「国家情報評価(National

I nte 11 i gence Est fmate)」における主要な判断の大半、特こ「イラク,~蝠惜iを再編してい

る」、「イラクiおヒ物、化玲浜器を所持している」といった諮甜此誇張されたものであったか

ある凶諜眼情報の展付けのないものであった。情報捌関は判諒冴鞣紅ある「不確鄭釦

について、行邸罫稔会の政策決定者に対し、正確かづ塾JJな説明を行わなかった。

③寧の多くは、「非協力的な組織文化」及び「租織管理のまずさ」 lゴ迫封るもので

あり、甜こCI.Aは、情報挺靭中の梅叙泄臨葬頃し、他冽蜘と研苛囮頃招升っな

いことで、イラクのVvMDI咀肘でる米国の戦争前の分析を損なった。

3. オランダの調査委員会（「ダーヴィッツ委旦会」）

(1) 設立

2009年 2 月 2 日、バルケネンデ岡首相が2003 年における米、英によ

る対イラク武力行使に対して蘭政府が政治的な支持を与えた問羅に関し独立
調査委員会を設匿。 • 

(2) 委員会の構成

委員長は元最高裁判所長官のダーヴィッツ氏（Mr. W. J. i.1. Dav i ds) 。••その他学

・識者等 6 名の委員から構成。

(3) 目的・調査対象
①当時の蘭政府による対イラク武力行使に対する政治的支持にする準備及び

意思決定プロセスを検証する（特に国際法＇謀報，情報提供，軍の関与に

つき焦点があてられている）。

②調査期間は2002 年夏から 2003 年夏。 • 

(4) 調査結果

( 2 0 1 0 年 1 月 1 2 日、ダーヴィッツ委員長がパルケネンデ薗首相に対し

650 ページに亘る報告菩を提出（内容は公表）。

②同報告芸は、「 1 9 9 0 年代に採択されたイラクに関する国連安保理決議は、

5 



参考浚料1

2003 年の米・英の軍事介入に対して権限を付与していない。安保理決

諮 1 4 4 1 が個々の国に武力行使を捻めていたと合理的に解釈することは

できない。政治的には更なる決諾があることが望ましいが、法的な必要性

はないとの政府の見解は支持できない。よって、イラク侵攻は国際法上の

権限がなかった」と結論づけた。

(5) その他（情報へのアクセス）

委員会はアクセスしたいと欲する全ての情報にアクセスでき、自由に人々を聴取できる

（バルケネンデ首相の発言）。

4. オーストラリア

．酬醐麟蝉因
(1) 設立

2003年3月、ハワート盲相が穀外似湘南眼関に関す孤彫登を開始。同年3 月 9 日に豪州・

議会の合同委員会が発表したイラクの大紐破壊兵器に関する情報についての調査報告書の

発表を受けた決定6

(2) 調査者

フィリッブ・フラッド氏ほ外交官）力憫陣政府棚姜ヤ瑠功を得て調査を実施。

(3) 目的・調査対象

イラク、ジェマ・イスラミーヤ、ソロモン諸島の事例研究を行い、情報拙翌の現在の監視体

諏び醐郷却）た収別埠の節茄L 政府lゴ寸する質の裔し遡皿しtゴ南町叶共についで囮
査

(4) 調酷課（イラクl咽ける部分切改涙旨） . 

①2004 年 7 月、調査報告苺発表（内容は公表）。

②イラクのWMDに対する脩報機関の分析には誤りがあり、内容に乏しく、曖

昧かつ不完全だった。

③イラクのWMDの備茜の点を除けば、開戦前の情報機関の分析はおおむね正
しく、イラクがWMD使用の意思と能力を有していないという結論を下す方が

より困難であった

④情報槻関は、情報源の多くを外国の情報機関に頼っていたものの、その分析

に関しては米、英から独立していた。

⑤WMDに関する情報分祈に関して政策的あるいは政治的彩密力が慟いた証拠

はない。

6
 



参考餡料1

⑥調査の結果明らかとなった情報機関の欠陥を是正するために、情報機関の体
制の強化等 23項目に上る勧告を行っている。

●豪州議会合同委員会の調査報告書

(1) 設立

2003 年 6 月、荼州上院が諾会合同委員会に指示し、誤査開始。
(2) 委員会の構成

委員長はホン・デービッド・ジュル語員。委員は、上下院議員 7 名。•4名から

なる事務局も設醤。

(3) 目的・調査対象

当時の翠州政府が使った惜報の性質、正確さ、独立性に関する検討及び奈州政
府から誨会に対する右情報の提示に関する正確さ及び完結性に関する検討を指

示して設立。

(3) 調査結果

① 2003年 7 月 5 日、調査結果発表（内容は公表）。

②情報分析の独立性に関して、情報機関が政治的圧力を受けることはなかった。

③情報分析の正確さに関して、情雑機関は他国に比べてより抑制的かつ慎菫に

評価を行ったが、それでも、 WMDの存在を誇張していたかどうかは譜論の

余地がある。

④情報の提示に関して、他国に比べてより控えめで槙重であった。首相や閻僚

の発言は、米国でなされたような惑情的な表現ではなかった。

⑤情報分析の独立性、正確さ、提示のそれぞれについて提言を行っている。

5. イラク監視グループ (Iraq Survey Group、 ISG)

(1) 設立

2ｷ0 0 3 年 6 月に米国国防総省がケイス・デイトン少将の指揮の下に ISG を

設立。

(2) 団の構成

団長は、ケイ博士 (C [ A特別顧悶） （ 2003年 1 月 23 日辞任）、その後、チャールズ・

ドルファ;_UNSCOM冠眺委員長。団員は、米 (CI A、国甜雑郎う、国務省、国防省、

エネ）臼こー省）、英、姦の回判菊昔及び分析者 (1 300~1400名と見られる）。

(3) 目的・調査対象
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参考資料1

目的は、大窟檄紅器即関するフセイン政権の経劉こ関する事実とその恕味を提供すること。

対イラク武力行使後に見つかった証拠の単なる性的磁競月ではなく、動的な分析研甜共を行
う。

(3) 調査結果発表

① 2004年 10月、中間報告発表 2005年4月、最終報告発表。

認権の戦略的意図として、サッダーム・フセインは、制裁が解除された時に大

蛍破壊兵器を再構築出来る能力を維持しつつ、制裁を終わらせることを欲して

いた。

③サッダーム・フセインは、国際的な圧力とその経済的なリスクにもかかわら

ず漸進的な形で核能力を開発することを望んでいたが、彼は弾追ミサイルと戦

術的化学兵器能力に集中することを意図していた。

④サッダーム・フセイン政権は、制裁解除後に大醤破壊兵器を復活させるため．

の公式の文菩による戦略や計画は有していなかったが、彼の部下は大緻破壊兵

器の復活が目的であることを理解していた。

⑤イラク政府及び連合軍が、前イラク政権が誤って放罹したり 1 9 9 1 年に不

適切に処分された、危険性の低下した化学兵器を、今後もある程度発見するこ
とはあるだろうと評価。しかし、こうした兵器は既に危険性が低下しており、

また十分な備苗もないことから、連合軍に対して軍事的に重要な脅威とはなり
得ないだろうと判断。

（了）
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検証チーム名簿

石川和秀 在アメリカ合衆国大使館特命全権公使
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参考資料 4

イラク関連主要決諾のポイント

閑閥覆覆1(90 年 8 月 2 日）
• •イラクのクウェイト侵甜を非難。
・イラク部隊の即時かつ無条件の撤退を要求。

躙霰匡国（ 90 年 8 月 6 日）
・イラクが決諾660の撤退要求を達守していないことを認定。

·イラク・クウ土イト製品の翰入禁止等の経済措臨を決定（但し．医療又は人道目

的のものは除く）。

．開閏遷罰（ 90 年 1 1 月 29 日）
・イラクが 9 1 年 1 月 1 5 日以前に関連諸決議を十分に即行しない場合，クウェー
．卜政府に棺力している加盟国に対し、安保理決謡660及び累次の国運決議を堅
持かつ実施し同地域における国際の平和及び安全を回復するために、あらゆる
必要な手段をとる権限を付与。

限窪累置l(9 1 年 4 月 3 日）
•国際的監視の下、大盤破壊兵器、射程距離 150km以上の弾道ミサイル等の破
壊撤去又は無害化をイラクが無条件に受け入れることを決定。．
・イラクが本決語の諸条項を受諾すれば，正式な停戦が発効することを宣言（イラ
クは，その後これを受諾する旨表明）。

閑膚置躙（ 9 1 年 8 月 1 5 日）
・イラクが決諾687 に基づく義務や国連大紐破椴兵器廃棄特別委員会 (U NS C 

OM) 及び·1 A EA との協力義務に関し深刻な違反を行っていることは当該停戦
決議（決謡 687) の関連諸条項の明白な違反であるとして．．イラクを非難。
..UNSCOM及び I A.EAの査察団が望む全ての地区建物，·設備．記録、交通
．手段に関し、無条件、無制限のアクセスを認めることを要詰。
・・イラク政府に対し，決議687 、決諾 707, NPT等の国隙的義務を直ちにか
つ完全に迎守するよう要求。

口麗藁〗（g 1 年 1 0 月 1 1 日）
• u N s c o·rv1が国連事務総長の提出した大醤破壊兵器廃棄計画を実施するととも

に、．引き統き関連諸決様の任務を遂行することを決定。 IAEA事務局長に対し，

•'LJ NSCOMと協力しつつ同計画を実施することを要求。

•イラクがこの計画の下での全ての義務を無条件で阪行することを要求。

隅潤覆覆司．（ 95 年 4 月 1 4 日）



•イラクが直ちに UNSCOM及び .I AEA との対話を再開し 1 イラクが同決定を
取り消し， UNSCOM及び 1. A EA と完全に協力することを要求。

；鬱置置l (9 8 年 1 1 月 5 日）

• 1 0 月 3 1 日のィラクによるUNSCOMへの協力の全面停止の決定を決諾68
7 及び他の関連諸決謡の重大な違反として非難。
・イラクが8 月 5 日及び今回の決定を即時かp無条件に撤回し，即時完全かつ無
条件に UNSCOM及び I AEA との協力を再開することを要求。 ・

開渭響喜璽＇ (g 9 年 1 2.月 1 7 日）
ムー

. ·UNSCOMに代えて新たに強化された継続的な監視及び検証の制度を運用す
る国連監視検証査察委員会 (UNMOV IC·) を設笹。
重石油輸出上限枠を撤輿人道物持のイラク向け輸出手統きを筒索化。・
ーイラクがUNMOVIC と IAEAに全ての点で協力し，特にイラクが完了すべ
き主要な武装解除袈務を屈行した場合には、イラクからの輸入禁止並びに武器関．
連資材等を除く民生製品のイラクヘの販売．供給及び前出禁止を一時停止するこ·

とを決定。

阻昂濯誓累誓l (2 0 0 1 年 1 1 月 29 日）

・オイル・フォー·フード計画を 180 日間延長 (2 0 0 2年 5 月 29 日まで）。

・イラク一般国民への影響を押さえつつ，軍備管理面での効果を一屁高める方向で
制裁を見直す，いわゆる「スマート制裁」実施のためのグヅズ・レビュー・リス
・ト（制裁の対象となる品目のリスト）及び輸出申請手続き案につき；安保理内で
の議論を踏まえ 5 月 30 日から採用することを決定。

・決議 128_4 の履行に必要な明確化を含む，関遥安保理決謹を基礎とした包括的
解決へのコミットメントを再確認。

ｧ '直置置冒＇ (2 0 9 2 年 1 1 月 8 日）

・イラクはこれまでもまた依然として，大蘊破壊兵器の廃棄等を定めた停戦決

諾687 を含む関連安保理決諾に違反し~ているが，イラクに対して、関連安保理
決諾のもとでの武装解除の義務を逹守する「最後の機会」を与える。

・イラクが長期にわたり査察の実施を妨害してきた実態を踏まえ，武装解除のプロ
セスを完全かつ検証可能な方法で完了させるために，強化された査察体制を構築
する。

・イラクに更なる違反があった場合には、即時にこれを評価するための安保理会合
が開催される。

§“濯冨駅罰 (2 0 0 3 年 5 月 22 日）

・米英の占領国としての特定の権限、貴任＇義務を認識。
•国連が重大な役割を果たすべきことを決意し，寧務総長特別代表の任命を要請。

•加盟国に人遥復［日・復興支援、安定及び安全の回復への貢献を要請。
・経済制裁を解除（武器及び関連物盗を除く）。・



開霜濯冒置罰 (2 0 0 7 年 8 月 1 0 日）

• UNAMI のマンデートの 1 年間延長を決定u

閑渭置鵞罰 (2 0 0 7 年 1 2 月 1 8 日），

・イラク多国籍霊等の権限を 08年末まで 1 年間延長することを決定。

廂濯呻 (? 0 0 8 年 8 月 7 日）

• UN謁I のマンデートの 1 年間延長を決定。

一
(2 0 0 8 年 1 2 月 22 日）

•— 

・イラク開発甚金に関する枠組み等を 09 年末まで 1 年間延長することを決定。
・決議第661 号以降のイラク関連決諾の見直しを決定。

閑情置覆曙； (2 0 -0 9 年 8 月 7 日）

• UNAMI のマンデートの 1 年間延長を決定。

閥渭蔚覧匿！ (2 0 0 9 年 1 2 月 2 1 日）

・イラク開発基金に関する枠組み等を 1 0 年末まで 1 年間延長することを決定。
・・イラク政府に対して．後継の取決めの策定及び移行を要請。

四罷累罰 (2 0 1 0 年 8 月 5 日）
: 

•UN叫I のマンデートを 2 0 1 1 年 7 月 3 1 日まで（約 1 年間）延長を決定。

m響詈置l (2 ｷo 1 o 年 1 2 月 1 5 日）

・イラクの石油収入等のイラク開発基金 (D F I) への入金の枠紺みを 2 0 1 1 年 6

・月末に終了することを決定。．．
・後継メカニズムヘの完全かつ効果的な移行を、・ 2 0 1 1 年 6 月末までに完了するよ

ぅ；イラク政府が事務総長と緊密に作菜することを要請。

恨剥濯欝詈鷺i| (2 0 1 0 年 1 2 月 1 5 日）

“イラクに関する大批破壊兵器ミサイル，民生原子力•関連の措置を終了させること
を決定。

・イラクに対し、 I AEA追加誌定書， CTBTを速やかに批准することを要請。

-(2 0 1 0 年 1 2 月 1 5 日）

9 •国連事務総長に対し，オイル・フォー・フード計画の全ての残余活動を終了させる
ために必要な行動をとることを要請。

·同計画関連の事務既・賠慨経敗を 2 0 1 6 年末にイラク政府に移管させることを要
請し、その他の残余金を．イラク開発基金に移管することを促進することを承認。

眼開嗜渭11l| (2 0 1 1 年 7 月 28 日）

•UNAM1 のマンデートの 1 年間延長を決定。


